
行財政改革大綱実施計画

伊賀市情報化推進計画の策定

10月 4月 10月 4月 10月 4月 10月

計画の見直し

４．責任者名（執行責任者）

６．対象等（なにを・だれを）

８．成果（どうなるのか）

重点項目番号 9 番号

　市の一体性を確保して、伊賀市の情報化施策を
総合的、計画的に推進することができる。

平成１９年度

①

２２-９６２５

企画振興部情報政策課

情報政策課長　松村　賢次

平成１８年度

２．担当課（執行する課）

５．担当課電話番号

情報化施策

平成２０年度

ＩＴ施策の推進による行政サービスの
向上
　伊賀市情報化推進計画で策定した
電子自治体構築のための電子申請・
情報公開システム・電子決裁・ＧＩＳデ
ジタル地図作成などによる経費の削減
化が見込める。
 ただし、個々のシステムによる削減額
は、算定するメルクマールが異なるた
め、合計額の算定は不可能。

検証・評価を踏まえて次期計画を作成

１０．目標を達成する
ための活動指標（全
体目標を達成するた
めに個別に実施する
項目　なにをどけだけ

やるのか）

指標名

稼動システムについての評価（操作性や費用対効果）

１．実施事項名

３．現状・問題点・必
要性
（なぜやるのか）

７．実施する内容・目
標数値
（なにを、いつまで
に、どのようにやるの
か）
（集中改革プラン関連
項目については、平
成22年4月1日の目標
数値を合わせて記載
する。）

　国では２００１年にＩＴ戦略本部を設置し、世界最先端のＩＴ国家を目指し、情報通信基盤を促進するために「ｅ－Ｊａｐａｎ
戦略」を策定。２００３年には、ＩＴの利活用を促進するために「ｅ－Ｊａｐａｎ戦略Ⅱ」を策定。２００４年には、「いつでも、ど
こでも、なんでも、だれでも」が情報通信技術の恩恵が受けられる社会の構築を目指して「ｕ－Ｊａｐａｎ構想」を策定。
　これを受け、伊賀市においても電子自治体構築のため、合併以後の伊賀市における情報化推進計画を新たに策定
し、行政のIT化を総合的、計画的に推進する必要があるため。

　国のＩＴ新改革戦略及び三重県電子自治体推進連絡協議会の方針に沿って、電子自治体県構築の基本方針と電子
申請システム・電子決済システム・デジタル地図システムなどの導入に向けて、具体的施策を１７年度に策定し年次毎
の見直しを図る。

計画の検証及び評価

次期計画の草案づくり

９．財政効果額（千円）（いく
ら削減されるのか）

定義・算定式
１１．行程表（いつまでにやるのか）

新たな技術等を調査・研究し随時計画を見直す

平成１７年度

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－９４－

電子自治体の推進に向け「伊賀市情報化推進計
画」を策定する

目標値


